
加速すべきと考えます。また、航法や着

陸方式の見直し等も継続的に検討すべき

です。加えて、将来的にはAI等の最新技

術を活用した航空管制・空港管制の効率

化も検討すべきです。

持続可能な航空燃料の実用化

　ICAOのCO2削減目標の達成は、持続

可能な航空燃料（SAF）の実用化なしに

は実現不可能です。また、排出権取引制

度の導入が決定している状況において、

SAFが早期に普及しなければ、航空会社

を含めた利用者の負担が増加する懸念が

あり、実用化に向けた動きを国全体とし

て一層加速させる必要があります。

　こうした環境負荷軽減の観点のみなら

ず、資源が少ない日本として長期的な安

全保障の確保という観点や、新規産業

としての雇用創出・経済効果などが期

待できることからも、研究開発費や生

産技術・運用環境整備に関する費用へ

の補助、全量買取制度の導入などSAFの

早期実用化および国産化に向けてあらゆ

る支援策を検討・実施すべきです。実用

化に向けては、運用環境の整備等多く

の課題があります。具体的には、SAFを

貯蔵するタンクや供給パイプライン等

の関連施設を使用できる国際規格の認

証取得を早急に進めるとともに、可能

な限り既存の給油施設の活用を前提に

検討するべきです。国産SAFの開発・普

及に向けては、特に原料調達など安定

したサプライチェーンの構築が喫緊の

課題であり、供給量が限定的でありな

がら輸出されている廃食油の国産SAFへ

の活用を促進するなどの施策が必要で

す。あわせて既存燃料の２倍～最大で

10倍程度とさ

れる価格につい

ても大きな課題

であり、費用補

助の仕組みを導

入 し つ つ 国 産

SAFの開発を進

め、普及拡大、

ひいては価格低

減を図っていく

こ と が 必 要 で

す。航空会社を

はじめ、関係す

る企業・団体が

原価の低廉化に

カーボンニュートラルに向けた
取り組みへの支援の活用

　2050年までにカーボンニュートラル

を実現していくためには、エネルギー・

産業部門の構造転換や、大胆な投資によ

るイノベーションといった現行の取り組

みを大幅に加速させることが必要です。

　航空分野においても、各検討会での今

後の課題解決に向けた施策の整理が示さ

れていますが、民間企業の取り組みの後

押しとなる「グリーンイノベーション基

金事業」は効果的であり、このような官

民が連携した取り組みを最大限に活用し

ていくべきです。また、「GX実行会議」

にて示された「GX経済移行債」の投資例

としてSAFの研究開発も明記されてお

り、開発の促進に向けて民間事業者間で

の切磋琢磨が期待されます。

航空会社のCO2排出量削減

　エアラインが実施する温暖化対策の中

で効果が高いのは、低燃費機材への更新

です。国としても、早期の機材更新を促

す政策的対応を図るべきであり、コロナ

影響が長期化する中で、事業者の先行投

資を促すため、継続的に公租公課の軽減

を行うべきです。

　一方、各事業者では、飛行方法やルー

ト見直し、エンジン洗浄による燃費向上、

搭載物の軽量化など、様々な努力や工夫

を行っています。特に、航空における温

暖化対策の１つの柱として、首都圏空域

の再編を早期かつ着実に行い、市街地上

空の活用などによる運航ルートの短縮も

カーボンニュートラルに向けた
日本国内の動き

　2020年10月、日本政府は「2050年

カーボンニュートラル」宣言を行い、ま

た、2021年４月には2030年度の新た

な温室効果ガス削減目標として、2013

年度から43%削減することを目指し、

さらに50%の高みに向けて挑戦を続

けるとの新たな方針も示されました。

「2050年カーボンニュートラルに伴う

グリーン成長戦略」では、空港分野の今

後の取り組みとして、航空機への電力・

空調供給施設の導入の促進、空港車両の

EV（電気自動車）・FCV（燃料電池自動車）

化等によるクリーンエネルギー車両の導

入促進、さらなる飛行経路の短縮に寄与

する新たな運航方式（RNP-AR等）の普及

促進等が挙げられました。

　2021年３月、国はグリーンイノベー

ション基金事業の基本方針を策定し、国

立研究開発法人新エネルギー・産業技術

総合開発機構（NEDO）に２兆円の基金

を造成して、野心的な目標にコミットす

る企業等に対し、研究開発・実証から社

会実装までを継続して支援することを発

表しました。航空分野においては、「水

素航空機向けコア技術開発」や「航空機

主要構造部品の複雑形状・飛躍的軽量化

開発」について公募・選定が行われまし

た。対象期間は2021～2030年度の10

年間で予算額は210億円とされていま

す。また、「持続可能な航空燃料（SAF：

Sustainable Aviation Fuel）製造に係る

技術開発」についても同様に選定されて

おり、2022～2026年度の５年間で予

算額299億円となっています。

　2022年６月には改正航空法が可決さ

れ、航空分野全体における脱炭素化を計

画的に推進するために、航空脱炭素化推
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進基本方針を定め、そのもとで国、航空

会社、空港管理者が連携し、航空分野全

体でのカーボンニュートラルが推進され

ることとなりました。※33

　また政府は、2022年７月に、脱炭素

に向けた経済・社会、産業構造変革への

今後10年のロードマップの策定を目的に

「GX実行会議」を立ち上げ、脱炭素に向

けた財源として「GX経済移行債（仮称）」

を創設・発行し、10年間で150兆円の

投資を実現するとしています。

航空機運航分野における
CO2削減の取り組み※34

　「2050年カーボンニュートラル、脱

炭素社会の実現」に向け、航空機運航分

野におけるCO2排出削減の取り組みを

加速させる必要があるなか、2021年３

月、「航空機運航分野におけるCO2削減

に関する検討会」が設置され、同年12月

の第４回会議では「機材・装備品等への

新技術導入」、「管制の高度化による運

航方式の改善」、「持続可能な航空燃料

（SAF）の導入促進・炭素クレジット」に

関する中長期の課題の抽出や工程表が示

されました。その具現化に向けて、３つ

の課題にそれぞれ対応した官民協議会が

2022年に入り順次、開催されています。

持続可能な航空燃料での
CO2排出削減の取り組み

　2019年より、欧州を中心として「飛

び恥」という言葉が流行し、飛行機から

鉄道へ移動手段がシフトする動きが見ら

れました。島国である日本では、国際的

な移動手段として航空機が必要不可欠で

あり、CO2排出削減という社会的責務を

果たし、航空産業の発展につなげていく

ためにも、行政を含め業界全体で、より

省エネルギーでCO2排出量の少ない航

空輸送・事業運営の追求が必要です。特

に、CO2排出削減目標をクリアするため

には、代替燃料（バイオジェット燃料）

の実用化と安定供給が不可欠です。

　2014年７月には、エアラインや航空

機メーカー、大学などが運営委員となり、

「次世代航空機燃料イニシアティブ」が設

立され、2015年７月に「2020年オリン

ピック・パラリンピック東京大会に向け

たバイオジェット燃料の導入までの道筋

検討委員会」として格上げされました。

また、NEDOでは、バイオジェット燃料

製造技術を2030年頃までに実用化する

事業が実施されています。2021年６月

には、NEDOの事業において、木くずや

微細藻類から製造された燃料が本邦航空

会社２社の定期便に利用されました。し

かし、製造原価の低減や安定供給、地上

設備の整備といった点で課題が残ってお

り、国産SAFの開発・普及に向けた課題

解決のために、エアラインやメーカーを

含む事業者が連携した「ACT FOR SKY」

が設立されました。また、石油会社や商

社などの個別の連携による、国産SAFの

開発に関わる商機をにらんだ動きも活発

化しています。

空港分野における
CO2排出削減の取り組み※34

　航空業界において2050年カーボンニ

ュートラルを実現するためには、航空機

の運航だけではなく、空港施設やハンド

リングを含めたCO2削減の取り組みが

必要不可欠です。2021年３月、「空港

分野におけるCO2削減に関する検討会」

が設置され、具体策の検討を通じて、我

が国の空港の脱炭素施策を整理していく

ことが示されました。

　既に一部の空港においては、太陽光発

電や自然採光、高効率熱源設備の導入が

進み、航空会社においてはグランドハン

ドリングにおけるプッシュバック時間の

短縮、空港内の作業車両を電気や水素を

利用する車両に変更する取り組みなども

行われています。

　加えて、2021年７月には、空港のカ

ーボンニュートラル化を目指して21空

港が「重点調査空港」に選定され、今後、

各空港の特性に応じた取組内容の検証や

事業スキーム構築等について、ケースス

タディを進めていくことが示されました。

P
art❺

努める必要がある一方で、それに必要な

費用は航空サービスを利用し、利益を享

受する利用者においても公平に負担され

るべきと考えます。

　例えば、既に国際線航空券において導

入されている燃油特別付加運賃（燃油サ

ーチャージ）のような制度や、再生可能

エネルギー発電促進賦課金のような制度

の創設、およびカーボンオフセット（ク

レジット購入やCO2削減活動への投資）

など、公平な負担や投資による普及促進

のための世界的な枠組みを推進すべきと

考えます。

　また、世界では電気飛行機（ハイブリッ

ド電気飛行機）の実用化に向け、技術開発

や実証実験等が進められています。さら

に、水素航空機の開発に向けた研究も進

んでいます。技術や性能、安全性、信頼

性における課題は多いものの、CO2削減

に向けて有効な手段の一つだと考えます。

環境にやさしい空港づくりの
さらなる推進

　空港全体での環境対策として、空港の

運営主体（国、空港会社、地方自治体）

やビル会社は、より積極的にCO2排出量

の削減を目指すべきです。今後は、電気

車両の導入など環境対策を推進するとと

もに、バッテリー充電装置の設置等、積

極的にインフラ整備を進める必要があり

ます。地上電源装置（GPU）の利用促進

のため、各空港における施設の整備を推

進し、地上走行の効率化や効率的な施設

配置を行う事も重要です。設備普及にあ

たっては、課税による手法ではなく、補

助金等を活用し、事業会社の背中を押す

取り組みを行う必要があると考えます。

　なお、NEDOでは、エネルギーの削減

効果が高い取り組みに対して一定の補助

金を支給しています。航空連合も空港内

車両などへの補助を求め、成果をあげて

きましたが、さらに活用しやすい制度に

なるよう、申請の簡素化、申請・決定時

期を事業者の予算策定時期に整合させる

などの工夫が必要です。

●持続可能な航空燃料（SAF）の早期実用化・国産化に向けた
　取り組みを加速すべき
●空港やグランドハンドリング等、航空運送に関わる業界全体
　でのカーボンニュートラルに向けた支援を強化すべき

Part❺  環境政策

［１］ カーボンニュートラルに向けた取り組み

現状と課題

提　　言

出典：国土交通省
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※33 航空の脱炭素化に向けた航空法等改正
（p.94）

※34 航空機運航・空港の各分野における脱炭
素推進（p.95）



信の強化に努めるべきです。

　今後の検討にあたっては、各社の事業

規模の差異を考慮し、総量規制（削減）

よりも単位あたりの排出量削減（重量、

旅客、座席ベースなど）を目指すことが

望ましいと考えます。

経済的手法の今後

　2021年に日本においてはCORSIAが

導入されましたが、航空産業以外を含め

た国内の排出権取引市場を活性化させる

ことが、まず必要であると考えます。「GX

リーグ」への参加や、省エネルギー設備

の導入や再生可能エネルギーの利用によ

るCO2等の排出削減量を国が認証する

制度「Ｊ-クレジット」の活用などは、事

業者において積極的に検討されるべきで

す。そのうえで、今後、観光先進国の実

現に向けて、さらなる国際線需要の拡大

に取り組むことを国として後押しする上

でも、排出権購入負担の極小化につなが

る環境整備が必要です。また、排出権取

引が投機対象となって本来の目的に反す

るような運用状況にならないよう、透明

性のあるチェック機能も必要と考えます。

　CORSIAについては、2024年以降の

ベースラインの決定にあたり日本として

リーダーシップを発揮することや、国産

SAF開発の動きが広がるなかで、CORSIA

においてCO2削減効果のあるSAFとして

使用するためには、ICAOのスキームに

入されていますが、特定の分野や産業に

過重な負担となることを避けるため、一

定の分野については、所要の免税・還付

措置が設定されています。

　航空分野においては、「国内定期運送

事業用航空機に積み込まれる航空機燃

料」が免税・還付措置の対象となってお

り、対象期間は2023年３月まで延長さ

れています。

　また政府は2022年６月に開始した

「GX実行会議」において、脱炭素実現に向

けた財源として「GX経済移行債（仮称）」

の創設・発行を掲げていますが、その償

還財源として、二酸化炭素排出量に応じ

て課税する炭素税の創設などが検討され

ています。

行政・業界団体・事業者が
一体となったCO2排出量削減

　島国である日本にとって、国際的な移

動手段は航空機が必要不可欠であること

から、CO2排出量削減は、航空関連産業

における取り組みだけでなく、日本国内

での移動手段や食事の方法、宿泊先での

過ごし方など、日本への渡航を通じた旅

行全体での削減を目指すべきと考えます。

　そのような中においても、航空産業の

温暖化防止の取り組み効果を極大化する

ために、関係者が協調・連携し、一体と

なった環境対策を推進すべきです。まず

はCO2排出量の低減目標などを定め、法

対応や国際的な枠組みの追従という視点

だけではなく、航空産業全体で積極的に

取り組むべきです。

　2021年10月に、ANA・JALが共同レ

ポート「2050年航空輸送におけるCO2

排出実質ゼロへ向けて」を策定し、「2030

年には最低でも使用燃料の10%をSAF

へ移行するマイルストーンが必要」、

「2050年におけるCO2排出削減手法と

してSAFを積極活用した場合に本邦航空

会社の国内線と国際線、および日本に就

航する外国航空会社が日本の各空港で

給油するために必要なSAFの量を算出し

たところ、2050年にCO2排出量実質ゼ

ロを実現するためには日本で最大約2, 

300万klのSAFが必要」などを提起した

ことは、業界を挙げた取り組みの端緒と

なるものであり、今後も連携の拡大と発

世界的なCO2排出削減の枠組み

　1992年に開催された地球サミットで

大気中の温室効果ガスを削減していく気

候変動枠組条約に150カ国以上が署名

して以降、条約締結国で開催される会議

（COP）で具体的な議論が行われていま

す。1997年のCOP3では京都議定書が

採択され、先進国のCO2削減目標が設

定されましたが、大排出国である米中印

が参加しておらず、実効性に疑問が持た

れていました。2011年のCOP17では、

2020年以降に全ての国に適用される新

たな法的枠組みの構築に向けた道筋に合

意しました。

　こうした中、日本政府はCOP15のコ

ペンハーゲン合意に基づき、「全ての主

要国による公平かつ実効性のある国際

枠組みの構築及び意欲的な目標の合意」

を前提として、2020年の温室効果ガス

排出量を1990年比で25％削減する目

標を国連に提出し、その後2013年に

2005年比で3.8%削減と目標を修正し

ています。2010年３月には「地球温暖

化対策基本法案」を閣議決定し、温室効

果ガス排出量を2050年までに1990年

比で80％削減することを目標としてい

ます。また、2015年に「地球温暖化対

策推進本部」を開催し、日本の約束草案

として2030年に2013年度対比で26%

削減する目標を策定しました。

　また、2022年７月のICAOの会議で、

日本として初めて公式に国際航空分野に

おける2050年カーボンニュートラルを

目指すことを宣言しました。

　ICAOの予測では、2025年までの航

空輸送量の伸びに応じ、CO2排出量は

2050年には現在の２倍～５倍に達する

と予測されています。これに対し、ICAO

は第37回総会（2010年）で①2050年ま
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での間、世界平均年２％の燃費効率の改

善を実現する、②2020年以降国際航空

分野でのCO2排出量を頭打ちにする世

界共通目標に各国が協力する、③ICAO

理事会は市場原理手法の世界的枠組みを

検討することを決議しました。

経済的手法（CORSIA）導入に
向けた経緯と課題

　第38回ICAO総会（2013年）では、2020

年からの世界的な経済的手法の導入に

向けた仕組みの構築が合意され、第39

回ICAO総 会（2016年 ）で は、2020年

からの世界的な経済的手法（CORSIA: 

Carbon Offsetting and Reduction 

Scheme for International Aviation）の制

度導入とその具体的内容が採択されまし

た。経済的手法とは、新技術の導入、運

航方式の改善、代替燃料の活用等の対策

で不足する部分について、航空会社が排

出権を購入する制度です。

　経済的手法の導入に向けては、2017

年12月のICAO理事会において、排出量

のモニタリング・報告・検証に関する

要件、排出クレジットの調達・償却に関

する要件、バイオジェット燃料に係る取

り扱い等に関する内容が規定された条約

付属書改正案の審議がなされ、2018年

６月のICAO理事会で採択されています。

これを受けて、2018年11月に航空法

施行規則を改訂し、一定の条件を満たし

た航空運送事業者に対して、2019年以

降は排出量の把握、検証、国への報告を

行うことが義務付けられました。2021

年から2026年は各国の自発的参加と

し、2027年から2035年は一部の国を

除いた義務的参加が求められています

が、日本は自発的参加を既に表明してお

り、2021年よりこの制度が開始されて

います。ICAOによれば、2021年12月

現在において、147カ国、599の航空

会社がCORSIAに参加しています。排出

権購入は、国際航空において2020年よ

り増加した排出量について、各運航者の

排出量に応じて割り当てられ、2030年

以降は各社の個別の削減努力を段階的に

反映することとしています。国土交通省

試算で、本邦航空会社の合計で、制度開

始当初の年間十数億円程度から、2035

年には年間数百億円程度に段階的に増加

すると予測されています。なお、増加し

た排出量の基準は2019年と2020年の

排出量の平均値から算定される予定でし

たが、COVID-19の拡大に伴う大幅な需

要の減少から、2020年６月のICAO理

事会において、2019年単年の排出量を

基準とすることが決定されました。

　また政府は、2022年６月、脱炭素に

向けた積極的な企業で構成する「グリー

ントランスフォーメーション（GX）リー

グ」を発足させました。既に参加を表明

している440社には本邦航空会社も含

まれており、同年中に新たな排出量取引

制度を創設するとしています。

EUの動向

　EUは2012年１月より域内排出権取

引制度（EU-ETS）を導入し、国籍を問わ

ず域内発着の航空会社に対し排出権取引

を義務付けることとしましたが、2013

年の第38回ICAO総会において、一方的

な制度適用が否決され、仮にEU領空内

であっても関係国での合意が必要とな

りました。2020年12月、 “Sustainable 

and Smart Mobility Strategy”と題する

戦略が発表され、2050年における温室

効果ガス排出量を90%削減する目標に

向けた戦略と行動計画が示されました。

　その中で、排出権取引については、

EU-ETSにおける航空セクターの排出枠

の無償割当を段階的に減少させる方針が

示されました。また、航空燃料への免税

措置を見直し、SAFの利用に対してイン

センティブを付与する方針が示されてい

ます。EU内においては、ノルウェーや

フランスが既に燃料供給者に対してSAF

の混合義務を決定しており、EU全体と

しても、SAFの混合義務を含めた施策を

検討しています。

日本における地球温暖化対策
のための課税

　国内においては、2012年度より「地

球温暖化対策のための税（環境税）」が導
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則り、CORSIA適格燃料と認証されるこ

とが必要とされていることを踏まえ、そ

うした枠組みの決定にも着実にキャッチ

アップしていくことが必要です。

　さらに、世界的な排出権取引の枠組み

であるCORSIAとそれ以外の温暖化対策

のための課税が二重課税とならないよう

な制度の構築が必要です。

　具体的には、エネルギー起源のCO2排

出抑制を目的とした石油石炭税にCO2排

出量に応じた税率を上乗せする「地球温

暖化対策のための課税の特例（2012年10

月より）」について、航空機燃料の免税・

還付措置が2023年３月までさらに３年

間延長されましたが、現時点において代

替動力源が実用化されていないという航

空産業の特性や、免税措置が講じられて

いる諸外国での公共交通機関への対応を

踏まえれば、航空機燃料に対する免税・

還付措置は恒久化すべきです。政府が検

討している炭素税も含めて、化石燃料を

使用せざるを得ない業界が集中負担する

構造は避けるべきであり、社会的問題で

あるCO2排出への負担は広く国民が負う

というスタンスを持つべきと考えます。

また、SAFの利用促進に向けては、欧州

のように一定割合での混合義務化を課す

のではなく、航空機燃料税を一定期間非

課税とすることなど、適切なインセンテ

ィブを付与することが重要と考えます。

出典：国土交通省
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